
青色申告の純損失の繰越控除を受ける方の記載例(2)  

 

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  
 
 

○ 記載手順については、「平成29年分 所得税及び復興特別所得税の確定申告の手引き 損失申告用」
の５ページを参照してください。 

 
 

◎ 申告書は複写式になっています。申告書第一表と第二表を折りたたんだまま記入せず、広げるか、中央のミシン線で切り離 

してから、黒いインクのボールペンで、強く記入します。 

◎ 2枚目は複写式の控えになっていますが、取り外して使用しても差し支えありません。申告書を提出するときは、2枚目は 

取り外してください。 

● マス目に数字を記入する場合は、記入例①にならって、マス目の中に丁寧に記入してください。 

● 1億円以上の金額がある場合は、記入例②にならって記入してください。 

● 訂正する場合は、記入例③にならって、訂正する文字を二重線で抹消し、上の欄などの余白に適宜記入してください。 

 

  

国
税

 

 

事業所得の計算上生じた損失のほかに一時所得がある方で、純損失の

金額を翌年以後に繰り越す場合 

○黒字の場合… 

100円未満の端数を

切り捨てた金額（黒

字の金額が 100 円

未満の場合は「０」）

を記入します。 

 

○赤字の場合… 

金額の頭に「△」又

は「－」をつけてそ

のままの金額を記

入します。 

XXXXXXXXXXXX 

○○ 

XXX XXXX 

XX  XXXX    XXXX 

【第一表】 ※ この記載例の申告書は、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」で作成したものです。 

 

明治・・「1」 

大正・・「2」 

昭和・・「3」 

平成・・「4」 

マイナンバー

（個人番号）を

記入する必要

があります。 

確定申告書B用 
５ページ参照 

種類欄の該当する
項目の文字を○で
囲みます。 
 
※確定申告書Ｂ用 
５ページ参照 

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2017/index.htm
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（一時所得の内訳）              

生命保険の一時金 

収入金額                 2,500,000円 

収入を得るために支出した金額（掛金）   1,600,000円 

控除対象配偶者や扶養親族、事業専従者などのマイナンバー（個人番号）も記入する必要があります。 

XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXX 

 【第二表】 

※ 記載例中における社会保険料の金額は、実際の金額とは異なります。 

確定申告書B用 
５ページ参照 
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【第四表（一）】 

◎ 申告書第四表（損失申告用）を提出する方は、第四表（一）と第四表（ニ）とともに、申告書Ｂ第一表及び

第二表も必ず一緒に提出してください。 

 

【ご注意】 
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【第四表（二）】 

◎ 申告書第四表（損失申告用）を提出する方は、第四表（一）と第四表（ニ）とともに、申告書Ｂ第一表及び

第二表も必ず一緒に提出してください。 

 

【ご注意】 
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（参考）【青色申告決算書（一般用）】 

◎ 事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行っている方は、総収入金額及び必要経費の内訳を記

載した「青色申告決算書」や「収支内訳書」を申告書と一緒に提出しなければなりません。 

【ご注意】 

XX-XXXX-XXXX 
XX-XXXX-XXXX 

※ この記載例の決算書は、パソコンを利用して「確定申告書等作成コーナー」で作成したものです。 

 


